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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデバイスを備えると共に、これらの複数のデバイスのそれぞれに電流を与えるた
めのバッテリが着脱可能な電子装置において、
　各モード毎に、前記バッテリから流れ出す電流値を記憶する記憶手段と、
　各モードに応じて、前記バッテリから前記複数のデバイスそれぞれに与える電流の制御
を行う制御手段と、
　前記バッテリの電圧が第一の電圧から第二の電圧に減少するまでにおいて、各モードの
継続時間を計時する計時手段と、
　前記計時手段において計時した各モードの継続時間と前記記憶手段に記憶した各モード
毎の電流値との積の和と所定値との比較により、前記バッテリの劣化を検出する劣化検出
手段と
　を備えたことを特徴とする電子装置。
【請求項２】
　単一または複数のデバイスと、
　前記単一または複数のデバイスの動作を統括し、これらのデバイスの稼働状況の組み合
わせとして状態を識別する制御手段と、
　前記制御手段によって識別され得る全ての状態について、個々の状態でバッテリによっ
て供給されるべき電力の値が格納された電力記憶手段と、
　前記バッテリの端子電圧を監視する監視手段と、
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　前記制御手段によって識別された状態について前記電力記憶手段に格納された電力の値
を時系列の順に積算し、電力量を求める電力積算手段と、
　前記バッテリによって供給され、そのバッテリの充電および再利用が許容されるべき最
小の電力量が予め与えられ、かつ前記監視手段によって監視された端子電圧が所定の下限
値を下回ったときに、前記電力積算手段によって求められた電力量とこの最小の電力量と
の差または比としてこのバッテリの劣化の程度を識別する劣化識別手段と
　を備えたことを特徴とする電子装置。
【請求項３】
　単一または複数のデバイスと、
　前記単一または複数のデバイスの動作を統括し、これらのデバイスの稼働状況の組み合
わせとして状態を識別する制御手段と、
　前記制御手段によって識別され得る全ての状態について、個々の状態でバッテリによっ
て供給されるべき電力の値が格納された電力記憶手段と、
　前記バッテリによって供給された電力の電力量を監視する監視手段と、
　前記制御手段によって識別された状態について前記電力記憶手段に格納された電力の値
を時系列の順に積算し、電力量を求める電力積算手段と、
　前記バッテリによって供給され、そのバッテリの充電および再利用が許容されるべき最
小の電力量が予め与えられ、かつ前記監視手段によって監視された電力量が所定の上限値
を上回ったときに、前記電力積算手段によって求められた電力量とこの最小の電力量との
差または比としてこのバッテリの劣化の程度を識別する劣化識別手段と
　を備えたことを特徴とする電子装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の電子装置において、
　外部で計測され、かつバッテリあるいはそのバッテリに代わる電源によって供給された
電力の値を取り込み、その電力の値をこの電力が計測された期間に制御手段によって識別
された状態に対応付けて電力記憶手段に格納する実測電力反映手段を備えた
　ことを特徴とする電子装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バッテリによって駆動電力が供給され、かつ所定の動作を行う電子装置と、そ
の電子装置に供給された電力の実測値をこの電子装置に通知する消費電力実測支援装置と
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、移動通信システムでは、市場の自由化と複数の通信事業体の競争との下で端末装置
の価格および通話料金が引き下げられ、かつ多様な形態の通信サービスが提供されると共
に、若年層だけではなく多様な世代の加入者が急速に増加しつつある。
【０００３】
また、このような端末装置の大半については、車載型や車携帯型ではなく、携帯型の端末
であり、かつ駆動電力は本体に一体化されると共に、着脱が可能であるバッテリによって
供給される。
図１１は、バッテリによって駆動電力が供給される端末装置の構成例を示す図である。
【０００４】
図において、アンテナ４１の給電点は送受信部４２のアンテナ端子に接続され、その送受
信部４２の変調入力と復調出力とはそれぞれＴＤＭＡ制御部４３の対応する復調出力と変
調入力とに接続される。ＴＤＭＡ制御部４３の変調入力と復調出力とには、それぞれマイ
ク４４とスピーカ４５とが接続される。これらの送受信部４２およびＴＤＭＡ制御部４３
のバス端子は、制御部４６および表示操作部４７と共にバス４８に接続される。バッテリ
４９の陰極は接地され、そのバッテリ４９の陽極は電圧制御部５０およびＡ／Ｄ変換器５
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１の入力に接続される。Ａ／Ｄ変換器５１の出力は、制御部４６の対応する入力に接続さ
れる。また、電圧制御部５０の出力は、上述した送受信部４２、ＴＤＭＡ制御部４３、制
御部４６、表示制御部４７およびＡ／Ｄ変換器５１その他に対する駆動電力の供給路とな
る電源線（図示されない。）に接続される。
【０００５】
また、制御部４６は、上述したＡ／Ｄ変換器５１の出力に接続された入力ポートを有する
プロセッサ５２と、そのプロセッサ５２と共にバス４８に接続された主記憶５３および計
時部５４とから構成される。
【０００６】
このような構成の端末装置では、電圧制御部５０は、バッテリ４９によって供給される電
力を所定の電圧の直流電力に変換し、その直流電力を各部に駆動電力として供給する。
主記憶５３の特定の記憶領域には、端末装置として具備されるべき機能を蓄積プログラム
制御方式（蓄積論理方式）に基づいて実現するソフトウエアが予め格納され、これらの機
能は、プロセッサ５２がそのソフトウエアを実行する過程で行う処理の手順に基づいて上
述した送受信部４２、ＴＤＭＡ制御部４３、計時部５４および表示操作部４７の動作を統
括することによって達成される。
【０００７】
なお、このようなソフトウエアとして盛り込まれるべきチャネル制御その他の機能および
処理の手順については、本願発明の特徴ではなく、かつ多様な公知技術の適用の下で実現
が可能であるので、ここでは、その説明を省略する。
一方、Ａ／Ｄ変換器５１は、バッテリ４９の端子電圧（起電力）を所定の語長の語として
示すモニタ信号を生成し、そのモニタ信号をプロセッサ５２に与える。
【０００８】
プロセッサ５２は、所定の頻度でそのモニタ信号として与えられる端子電圧を監視し、そ
の端子電圧の値域が複数（ここでは、簡単のため「３」であると仮定する。）に区分され
ることによってなる値の範囲としてバッテリ４９の残量を間接的に表示操作部４７に表示
する。なお、以下では、このようなバッテリ４９の残量の表示については、単に「バッテ
リマーク」という。
【０００９】
　したがって、操作者は、このバッテリマークを目視することによってバッテリの残量の
概要を把握することができる。
【特許文献１】
特開平１１－０１６６０７号公報
【特許文献２】
特開平１０－０９６７４９号公報
【特許文献３】
特開平０７－０７８６３８号公報
【特許文献４】
特開平０８－２２０１９９号公報
【特許文献５】
特開平０８－２０１４８８号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、バッテリ４９の「充放電サイクル数」の最大値は、一般に、そのバッテリ４９が
如何なる構成のバッテリであっても、数百程度の値となる。
【００１１】
すなわち、多くの回数に亘って充電が行われたバッテリについては、「バッテリマーク」
によって表示される残量の不足分は長時間に渡って充電が行われても十分には補充されず
、かつ消費電力が大幅に増加しない場合であっても、残量は極めて短い時間内に急速に減
少する。
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したがって、重要な通話が無用に中断し、あるいは通話品質が劣化し、かつサービス品質
が低下する可能性があった。
【００１２】
なお、充電回数の増加に伴うバッテリ４９の劣化（実効的な残量の減少）の予測あるいは
検出は、専用のハードウエアが搭載されることによって実現が可能である。
しかし、このようなハードウエアは、軽量化および小型化に併せて、消費電力の節減が厳
しく要求される携帯型の端末装置のような電子装置には、実際に搭載され難かった。
【００１３】
本発明は、ハードウエアの規模があまり増加することなく、バッテリの劣化もしくはその
劣化の程度を操作者に通知することができる電子装置と消費電力実測支援装置とを提供す
ることを特徴とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
図１は、本発明にかかわる電子装置の第一の原理ブロック図である。
【００１５】
本発明においては、複数のデバイス２４-1～２４-Nを備えると共に、これらの複数のデバ
イス２４-1～２４-Nのそれぞれに電流を与えるためのバッテリ２５が着脱可能な電子装置
において、各モード毎に、前記バッテリ２５から流れ出す電流値を記憶する記憶手段２６
と、各モードに応じて、前記バッテリ２５から前記複数のデバイス２４-1～２４-Nそれぞ
れに与える電流の制御を行う制御手段２７と、前記バッテリ２５の電圧が第一の電圧から
第二の電圧に減少するまでにおいて、各モードの継続時間をそれぞれ計時する計時手段２
８と、前記計時手段２８において計時した各モードの継続時間と前記記憶手段２６に記憶
した各モード毎の電流値との積の和と所定値との比較により、前記バッテリ２５の劣化を
検出する劣化検出手段２９とを備えたことを特徴とする電子装置を用いる。
【００１６】
なお、ここに複数のデバイスの例として、メモリ、無線送信・受信を実現する各回路素子
等があげられ、適用すべき電子装置に搭載され、かつ電力の供給が必要な回路素子のこと
を示す。
また、各モードとは、電子装置が携帯電話機である場合には、待ち受けモード（携帯電話
機が待ち受け状態にあること）、圏外モード（携帯電話機が基地局からの電波の受信が困
難または受信できない状態にあること）、フルレート通信モード、ハーフレート通信モー
ド等があげられる。
【００１７】
なお、このモードは、上記各モードに限らず、バッテリからの電流値が同程度の状態を１
つのモードとしてグルーピングして管理してもよいし、送信パワーを考慮して、通信モー
ド（例えば、伝送レートによって区分したフルレート通信モード、ハーフレート通信モー
ド等）を更に、送信パワー別に細分化してそれぞれ１つのモードとして管理してもよい。
【００１８】
また、前記第一の電圧、第二の電圧の組み合わせは適宜設定でき、例えば、第一の電圧と
して満充電時の電圧、第二の電圧として、例えば携帯電話機の液晶表示部に表示される電
池残照のメモリが１つ減るときに対応する電圧のように、これらの電圧を電池残量のメモ
リの各段階移行時の電圧に対応させてもよい。
図２は、本発明にかかわる電子装置の第二の原理ブロック図である。
【００１９】
請求項２に記載の発明では、制御手段１１は、単一または複数のデバイス１０-1～１０-N
の動作を統括し、これらのデバイス１０-1～１０-Nの稼働状況の組み合わせとして状態を
識別する。電力記憶手段１３には、このようにして制御手段１１によって識別され得る全
ての状態について、個々の状態でバッテリ１２によって供給されるべき電力の値が格納さ
れる。
【００２０】
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また、監視手段１４はバッテリ１２の端子電圧を監視し、かつ電力積算手段１５は制御手
段１１によって識別された状態について電力記憶手段１３に格納された電力の値を時系列
の順に積算することによって、電力量を求める。劣化識別手段１６は、バッテリ１２によ
って供給され、そのバッテリ１２の充電および再利用が許容されるべき最小の電力量が予
め与えられる。さらに、劣化識別手段１６は、監視手段１４によって監視された端子電圧
が所定の下限値を下回ったときに、電力積算手段１５によって求められた電力量とこの最
小の電力量との差または比としてこのバッテリ１２の劣化の程度を識別する。
【００２１】
すなわち、バッテリ１２の端子電圧が上述した下限値を上回っている期間には、電力記憶
手段１３に格納された電力量の精度が良好である限り、ハードウエアの規模が大幅に増加
することなく、そのバッテリ１２によって実際に供給された電力の電力量が積算され、こ
のバッテリ１２の劣化はその電力量の減少の程度として確度高く識別される。
【００２２】
請求項３に記載の発明では、制御手段１１は、単一または複数のデバイス１０-1～１０-N
の動作を統括し、これらのデバイス１０-1～１０-Nの稼働状況の組み合わせとして状態を
識別する。電力記憶手段１３には、このようにして制御手段１１によって識別され得る全
ての状態について、個々の状態でバッテリ１２によって供給されるべき電力の値が格納さ
れる。
【００２３】
また、監視手段１４Ｐはバッテリ１２によって供給された電力の電力量を監視し、かつ電
力積算手段１５は制御手段１１によって識別された状態について電力記憶手段１３に格納
された電力の値を時系列の順に積算することによって、電力量を求める。劣化識別手段１
６Ｐは、バッテリ１２によって供給され、そのバッテリ１２の充電および再利用が許容さ
れるべき最小の電力量が予め与えられ、かつ監視手段１４Ｐによって監視された電力量が
所定の上限値を上回ったときに、電力積算手段１５によって求められた電力量とこの最小
の電力量との差または比としてこのバッテリ１２の劣化の程度を識別する。
【００２４】
すなわち、バッテリ１２によって供給される電力の電力量が上述した上限値を下回ってい
る期間には、電力記憶手段１３に格納された電力量の精度が良好である限り、ハードウエ
アの規模が大幅に増加することなく、そのバッテリ１２によって実際に供給された電力の
電力量が積算され、このバッテリ１２の劣化はその電力量の減少の程度として確度高く識
別される。
【００２５】
請求項４に記載の発明では、請求項２または請求項３に記載の電子装置において、実測電
力反映手段２０は、外部で計測され、かつバッテリ１２あるいはそのバッテリ１２に代わ
る電源によって供給された電力の値を取り込む。さらに、実測電力反映手段２０は、この
電力の値をその電力が計測された期間に制御手段１１によって識別された状態に対応付け
て電力記憶手段１３に格納する。
【００２６】
すなわち、バッテリ１２の端子電圧が所定の下限値を上回り、あるいはそのバッテリ１２
によって供給される電力の電力量が所定の上限値を下回っている期間には、制御手段１１
によって識別され得る個々の状態において消費した電力は実測される。
したがって、構成要素の特性の偏差に起因して各状態で消費されるべき電力の値が大幅に
異なる場合であっても、これらの状態にバッテリ１２によって供給されるべき電力の値が
設計値や理論値として与えられる場合に比べて、このバッテリ１２の劣化の程度が確度高
く識別される。
【００２７】
　図３は、本発明にかかわる消費電力実測装置の原理ブロック図である。
　また、電力計測手段２３は、駆動電力の全てまたは一部がバッテリ２１によって供給さ
れ、かつ個々の構成要素の稼働状況の組み合わせとして状態を識別しつつ作動する電子装
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置２２に、そのバッテリ２１またはこのバッテリ２１に代わる電源によって供給された電
力を計測する。電力通知手段２４は、このようにして計測された電力の値を電子装置２２
に通知する。
【００２８】
すなわち
、電子装置２２が各状態で消費する電力は、その電子装置２２のハードウエアについて構
成の大幅や変更や規模の増加が伴うことなく、確実に実測され、かつこの電子装置２２に
よって適宜参照される。
したがって、電子装置２２の特性の偏差と、調整や修理に起因するその特性の変化とに柔
軟に適応しつつ、各状態で消費される電力が精度よく把握される。
【００２９】
請求項２に記載の発明の第一の下位概念の発明では、閾値記憶手段１７には、バッテリ１
２の端子電圧がとり得る範囲が分割されてなる複数の残量区分毎に、そのバッテリ１２の
端子電圧の最小値が予め登録される。電力積算手段１５は、これらの残量区分の内、監視
手段１４によって監視された端子電圧が属するカレント残量区分毎に電力量を求める。劣
化識別手段１６は、このカレント残量区分に対応して閾値記憶手段１７に登録された最小
の端子電圧を所定の下限値として適用する。
【００３０】
すなわち、バッテリ１２に確保されるべき最小限度の残量が確保できない程度までそのバ
ッテリ１２の放電が継続される前に、このバッテリ１２の劣化の程度が確度高く判別され
る。
したがって、バッテリ１２の劣化はそのバッテリ１２によって所望の駆動電力が供給され
る状態において的確に識別され、このバッテリ１２の代替のバッテリの確保に要する時間
が余裕をもって確保される。
【００３１】
請求項２に記載の発明の第二の下位概念の発明では、閾値記憶手段１７Ａには、バッテリ
１２に対して行われ得る充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与えられる整
数に対して変化し、かつ標準的な値として設定されたそのバッテリ１２の端子電圧の最小
値が予め登録される。計数手段１８は、バッテリ１２の充放電サイクルの回数を計数する
。劣化識別手段１６は、カレント残量区分と、計数手段１８によって計数された回数また
は上述した整数との双方に対して閾値記憶手段１７Ａに登録された最小値を所定の下限値
として適用する。
【００３２】
すなわち、充電が行われた回数の増加に応じたバッテリ１２の容量の減少分が加味されつ
つ、そのバッテリ１２に最小限度の残量が確保される状態でこのバッテリ１２の劣化の程
度の判別が行われる。
したがって、バッテリ１２の代替のバッテリは、時間的な余裕度が適切に確保される。
【００３３】
請求項２に記載の発明に関連した第一の発明では、計数手段１８は、バッテリ１２の充放
電サイクルの回数を計数する。閾値記憶手段１７には、バッテリ１２に対して行われ得る
充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与えられる整数に対して変化し、かつ
標準的な値として設定されたそのバッテリ１２の端子電圧の最小値が残量区分毎に予め登
録される。劣化識別手段１６は、カレント残量区分と、計数手段１８によって計数された
回数または上述した整数との双方に対して閾値記憶手段１７に登録された最小値を所定の
下限値として適用する。
【００３４】
すなわち、充電が行われた回数の増加に応じたバッテリ１２の容量の減少分が加味されつ
つ、そのバッテリ１２に最小限度の残量が確保される状態でこのバッテリ１２の劣化の程
度の判別が行われる。
したがって、バッテリ１２の代替のバッテリは、時間的な余裕度が適切に確保される。
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【００３５】
請求項２に記載の発明に関連した第二の発明では、バッテリ識別手段１９は、バッテリ１
２の特性を識別し、その特性を示す識別子を与える。閾値記憶手段１７、１７Ａには、こ
の特性が異なり、かつバッテリ１２として適用され得る個々のバッテリについて、識別子
と、この識別子に対応したバッテリの端子電圧の最小値が登録される。劣化識別手段１６
は、閾値記憶手段１７、１７Ａに登録された最小値の内、バッテリ識別手段１９によって
与えられた識別子に対応する最小値に限って所定の下限値として適用する。
【００３６】
すなわち、バッテリ１２として特性が異なるバッテリが適用され得る場合であっても、そ
のバッテリの特性に適応した端子電圧の最小値が閾値記憶手段１７、１７Ａに確実に登録
される限り、このバッテリの劣化が確度高く検出され、かつ代替のバッテリの用意に要す
る時間が確保される。
したがって、適用可能バッテリの選定にかかわる制約が緩和され、かつ駆動電力の安定な
供給が可能となる。
【００３７】
請求項３に記載の発明の第一の下位概念の発明では、閾値記憶手段１７Ｐには、バッテリ
１２によって供給され得る電力の電力量の範囲が区分されてなる複数の残量区分毎に、そ
のバッテリ１２によって供給されるべき電力の電力量の最大値が所定の上限値として予め
登録される。電力積算手段１５は、これらの残量区分の内、監視手段１４Ｐによって監視
された電力量が属するカレント残量区分毎に電力量を求める。劣化識別手段１６Ｐは、こ
のカレント残量区分に対応して閾値記憶手段１７Ｐに登録された最大値を所定の上限値と
して適用する。
【００３８】
すなわち、バッテリ１２に確保されるべき最小限度の残量が確保できない程度までそのバ
ッテリ１２の放電が継続される前に、このバッテリ１２の劣化の程度が確度高く判別され
る。
したがって、バッテリ１２の劣化はそのバッテリ１２によって所望の駆動電力が供給され
る状態において的確に識別され、このバッテリ１２の代替のバッテリの確保に要する時間
が余裕をもって確保される。
【００３９】
請求項３に記載の発明の第二の下位概念の発明では、閾値記憶手段１７ＰＡには、バッテ
リ１２に対して行われ得る充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与えられる
整数に対して変化し、かつ標準的な値として設定されたそのバッテリ１２によって供給さ
れるべき電力の電力量の最大値が予め登録される。計数手段１８は、バッテリ１２の充放
電サイクルの回数を計数する。劣化識別手段１６Ｐは、カレント残量区分と、計数手段１
８によって計数された回数または上述した整数との双方に対して閾値記憶手段１７ＰＡに
登録された最大値を所定の上限値として適用する。
【００４０】
すなわち、充電が行われた回数の増加に応じたバッテリ１２の容量の減少分が加味されつ
つ、そのバッテリ１２に最小限度の残量が確保される状態でこのバッテリ１２の劣化の程
度の判別が行われる。
したがって、バッテリ１２の代替のバッテリは、時間的な余裕度が適切に確保される。
【００４１】
請求項３に記載の発明に関連した第一の発明では、計数手段１８は、バッテリ１２の充放
電サイクルの回数を計数する。閾値記憶手段１７ＰＡには、バッテリ１２に対して行われ
得る充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与えられる整数に対して変化し、
かつ標準的な値として設定されたそのバッテリ１２によって供給されるべき電力の電力量
の最大値が残量区分毎に予め登録される。劣化識別手段１６Ｐは、カレント残量区分と、
計数手段１８によって計数された回数または上述した整数との双方に対して閾値記憶手段
１７ＰＡに登録された最大値を所定の上限値として適用する。
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【００４２】
すなわち、充電が行われた回数の増加に応じたバッテリ１２の容量の減少分が加味されつ
つ、そのバッテリ１２に最小限度の残量が確保される状態でこのバッテリ１２の劣化の程
度の判別が行われる。
したがって、バッテリ１２の代替のバッテリは、時間的な余裕度が適切に確保される。
【００４３】
請求項３に記載の発明に関連した第二の発明では、バッテリ識別手段１９は、バッテリ１
２の特性を識別し、その特性を示す識別子を与える。閾値記憶手段１７Ｐ、１７ＰＡには
、この特性が異なり、かつバッテリ１２として適用され得る個々のバッテリについて、識
別子と、その識別子に対応したバッテリによって供給されるべき電力の電力量の最大値が
登録される。劣化識別手段１６Ｐは、閾値記憶手段１７Ｐ、１７ＰＡに登録された最大値
の内、バッテリ識別手段１９によって与えられた識別子に対応する最大値に限って所定の
上限値として適用する。
【００４４】
すなわち、バッテリ１２として特性が異なるバッテリが適用され得る場合であっても、そ
のバッテリの特性に適応した電力量の最大値が閾値記憶手段１７Ｐ、１７ＰＡに確実に登
録される限り、このバッテリの劣化が確度高く検出され、かつ代替のバッテリの用意に要
する時間が確保される。
したがって、適用可能バッテリの選定にかかわる制約が緩和され、かつ駆動電力の安定な
供給が可能となる。
【００４５】
請求項４に記載の発明の下位概念の発明では、制御手段１１は、識別され得る全ての状態
を個別に模擬し、あるいはこれらの状態に等価な稼働状況に単一または複数のデバイス１
０-1～１０-Nの稼働状況を順次設定する。また、実測電力反映手段２０は、制御手段１１
によって順次設定された単一または複数のデバイス１０-1～１０-Nの稼働状況に同期する
。
【００４６】
すなわち、電力記憶手段１３に格納されるべき電力の値は、制御部１１が本来的に行う処
理とは手順が異なる処理に基づいて円滑に、かつ効率的に求められる。
したがって、始動の効率的な完了に併せて、修理や調整に起因して何れかの状態で消費さ
れる電力の値が変化した場合であっても、バッテリ１２の劣化が確度高く識別される。
【００４７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施形態について詳細に説明する。
図４は、本発明の第一ないし第六の実施形態を示す図である。
図において、図１１に示す従来例との構成の相違点は、制御部４６に代えて制御部３０が
備えられた点にある。
【００４８】
制御部３０と制御部４６との構成の相違点は、主記憶５３とは異なる内容を記憶した主記
憶３１が備えられた点にある。
図５は、本発明の第一ないし第六の実施形態の動作フローチャートである。
以下、図４および図５を参照して本発明の第一の実施形態の動作を説明する。
本実施形態の特徴は、主記憶３１に予め格納されたソフトウエアの構成と、そのソフトウ
エアを実行することによってプロセッサ５２が行う下記の処理の手順とにある。
【００４９】
主記憶３１の記憶領域には、図６に示すように、下記の２つのフィールドからなるレコー
ドの集合として構成された電流テーブル３１ＣＴが配置される。
・　プロセッサ５２が上述した処理の過程で識別し得る個々のモード（例えば、待ち受け
モード、通話モード等）を示す「モード（状態）識別子」が予め登録された「モード識別
子」フィールド
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・　共通のレコードの「モード識別子」フィールドに格納された「モード識別子」で示さ
れる各モードに対応して、プロセッサ５２によって動作が統括される送受信部４２、ＴＤ
ＭＡ制御部４３、計時部５４、表示操作部４７その他の各部に所定の駆動電力が供給され
るために、バッテリ４９によって出力されるべき電流（以下、単に「電流」という。）の
値が予め登録された「電流」フィールド
また、主記憶３１の他の記憶領域には、バッテリ電圧が第一の電圧から第二の電圧に変化
する際に出力する電荷量が記憶されている。この電荷量は、ある環境状態（例えば、常温
時でかつ待ち受け状態）における非劣化状態の（理想的な状態の）バッテリ４９の電圧値
がＶ１からＶ２に変化する時間を測定し、待ち受け状態においてバッテリ４９から流れ出
す電流値とこの時間との積を求めることによって得られる。
【００５０】
なお、電圧値がＶ１からＶ２に変化する時の電荷量だけでなく、Ｖ２からＶ３まで電圧値
が変化する時の電荷量など複数種類の電圧値の変化に対応する電荷量を記憶することもで
きる。
【００５１】
例えば、図７における常温時でかつ、待ち受け状態を維持した場合に満充電状態のバッテ
リ電圧（Ｔｈ０）からより電圧値の小さいバッテリ電圧（Ｔｈ１）になるまでに出力する
電荷量をＱ１とすると、図８のように、電圧（Ｔｈ０－Ｔｈ１）に対応して電荷量Ｑ１が
記憶され、同様に、電圧（Ｔｈ１－Ｔｈ２）に対応して電荷量Ｑ２が対応して記憶するな
どである。
【００５２】
なお、Ｔｈ０に対応させてＷ０（＝０）、Ｔｈ１に対応させてＱ１、Ｔｈ２に対応させて
Ｑ２を記憶させ、Ｔｈ０からＴｈ１にバッテリ電圧が変化した際の出力電荷の値をＱ１、
Ｔｈ１からＴｈ２にバッテリ電圧が変化した際の出力電荷の値をＱ２とする等して記憶し
てもよい。
また、バッテリ電圧の変化に対する出力電荷量の関係を関数として主記憶３１に記憶して
おくことにより、任意のタイミングで測定を開始することができることとなる。
【００５３】
さらに、本発明を携帯電話機のバッテリの劣化検出に適用する場合には、Ｔｈ０－Ｔｈ１
、Ｔｈ１－Ｔｈ２、Ｔｈ２－Ｔｈ３の各区間をそれぞれディスプレイに表示する電池残照
表示値と対応させてもよい。
また、主記憶３１の他の記憶領域には、所定の環境条件におけるバッテリ４９の放電特性
（図７に太線で示す。）に基づいて値が予め求められ、かつ図８に網掛けを付して示す下
記の２つのフィールドからなるレコードとして構成されたバッテリ固有値テーブル３１Ｂ
Ｆが配置される。
【００５４】
・　上述した駆動電力の供給が継続されるために確保されるべきそのバッテリ４９の端子
電圧の下限値ＶＬが予め格納された「閾値電圧」フィールド
・　この端子電圧が下限値ＶＬを上回る期間にバッテリ４９によって供給されるべき電力
量の標準値が予め格納された「標準電力量」フィールド
さらに、主記憶４３の記憶領域の内、ＲＡＭが配置された記憶領域には、図９に示すよう
に、下記の３つのフィールドからなるレコードの集合として構成された消費電力積算レジ
スタ３１Ａが配置される。
【００５５】
・　プロセッサ５２によって実際に識別されたモードを示す「モード識別子」が格納され
るべき「モード識別子」フィールド
・　共通のレコードの「モード識別子」フィールドに格納された「モード識別子」で示さ
れるモードが実際に継続した時間の総和（以下、単に「積算時間」という。）が格納され
るべき「積算時間」フィールド
・　共通のレコードの「積算時間」フィールドに比例し、このレコードの「モード識別子
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」で示されるモードにおいて実際に消費された電力の電力量が格納されるべき「小計積算
電力量」フィールド
プロセッサ５２は、始動時（例えば、操作者が表示操作部４７を操作したとき）には、所
定の手順に基づいて初期化処理を行い、その初期化処理の過程では、消費電流積算レジス
タ３１Ａの全てのレコードについて、「積算時間」フィールドの値と「小計積算電力量」
フィールドとの値を初期値「０」に設定し、バッテリ端子電圧を取得する（ここでは、Ｔ
ｈ１であると仮定する。）。
【００５６】
さらに、プロセッサ５２は、消費電力積算レジスタ３１Ａの「モード識別子」フィールド
にも、電流テーブル３１ＣＴの「モード識別子」フィールドの値をレコード単位に複写す
る。なお、消費電力積算レジスタ３１Ａの「モード識別子」フィールドには、電流テーブ
ル３１ＣＴの「モード識別子」フィールドの値と同じ値が予め格納されてもよい。
【００５７】
プロセッサ５２は、このような初期化処理を完了すると、定常的に行うべき所定の処理を
開始し、その処理の過程では、本来的に行われるべき処理に併せて、下記の処理を行う。
(1) 新たなモードを識別する度にその新たなモードを示す「モード識別子」（以下、「カ
レントモード識別子」という。）を特定する。
【００５８】
(2) 電流テーブル３１ＣＴのレコードの内、「モード識別子」フィールドの値がその「カ
レントモード識別子」に等しいレコード（以下、「カレントレコード」という。）の「電
流」フィールドの値（以下、「カレント消費電流」という。）を取得する（図５(1))。
(3) 計時部５４を初期化し、その計時部５４が新たに行うべき計時の開始を要求する（図
５(2))。
【００５９】
(4) 上述した新たなモードからさらに異なる新たなモードに対する遷移が行われた時点で
は、計時部５４からその計時部５４によって行われた計時の結果（以下、「先行モード期
間長」という。）を取得する（図５(3))。
(5) 消費電力積算レジスタ３１Ａのレコードの内、カレントレコードの「小計積算電力量
」フィールドの値に、上述した「カレント消費電流」とこの「先行状態期間長」との積を
積算する（図５(4))。
【００６０】
(6) 上記処理(1) 以降の処理を反復する。
さらに、プロセッサ５２は、上述した処理(1)～(6)に並行して、Ａ／Ｄ変換器５１を介し
て与えられるバッテリ４９の端子電圧Ｖを取得し（図５(5))、その端子電圧Ｖがバッテリ
固有値テーブル３１ＢＦに格納されたＴｈ２またはそれ以下の値Ｔｈ３（＝ＶＬ）未満と
なったか否かを判別する（図５(6))。
【００６１】
プロセッサ５２は、この判別の結果が偽（Ｖ≧ＶＬ）である場合には、特別な処理を行わ
ない。
しかし、その判別の結果が真（Ｖ＜ＶＬ）である場合に、プロセッサ５２は、下記の処理
を行う。
(a) 消費電力積算レジスタ３１Ａの全てのレコードについて「小計積算電力量」フィール
ドの値の総和Ｓを算出する（図５(7))。
【００６２】
(b) その総和Ｓがバッテリ固有値テーブル３１ＢＦの「標準電荷量」フィールドの値ＰＬ
（Ｗ２（Ｔｈ１→Ｔｈ２の場合）、Ｗ２＋Ｗ３（ＴＨ１→Ｔｈ２の場合))を上回っている
か否かを判別する（図５(8))。
【００６３】
(c) 上回っている場合（もしくは、Ｓ＞ＰＬ－ｄのとき、ここにｄは劣化とは見なされな
い許容範囲内の電荷量の減少分に相当する。）には、バッテリ４９が劣化していないこと
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、下回っている場合（もしくは、Ｓ＜ＰＬ－ｄのとき）には、バッテリ４９の劣化をそれ
ぞれ表示操作部４７を介して操作者に通知する（図５(9))。
【００６４】
このように本実施形態によれば、ハードウエアの構成が基本的に変更されることなく、バ
ッテリ４９の端子電圧Ｖの変化した期間においてそのバッテリ４９によって実際に供給さ
れた電荷量が精度よく積算され、その電力量に基づいてこのバッテリ４９の劣化もしくは
劣化の程度が操作者に確度高く通知（例えば、バッテリ４９が交換されるべき旨のコメン
ト文が表示制御部４７に出力）される。
【００６５】
したがって、本実施形態が適用された端末装置では、劣化したバッテリに対する無用な充
電の回避が操作者に促され、その操作者はバッテリ４９が交換されるべき時点を的確に把
握することが可能となる。
以下、本発明の第二の実施形態について説明する。
本実施形態と既述の第一の実施形態との相違点は、図８に点線で示すように、バッテリ固
有値テーブル３１ＢＦに代えてバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-1が備えられた点と、プ
ロセッサ５２がこのバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-1を参照しつつ行う下記の処理の手
順とにある。
【００６６】
バッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-1とバッテリ固有値テーブル３１ＢＦとの構成の相違点
は、図８に点線で示すように、バッテリ４９の端子電圧の降順に対応付けられ、かつ既述
の「閾値電圧」フィールドと「標準電荷量」フィールドとに併せて、下記のフィールドか
らなる複数のレコードの集合として構成されると共に、これらの「閾値電圧」フィールド
と「標準電荷量」フィールドとに後述する値が格納される点にある。
【００６７】
・　共通のレコードの「閾値電圧」フィールドに登録された値と対をなし、その値より大
きい値が予め登録されると共に、バッテリ４９の端子電圧の降順にそのバッテリ４９の残
量の範囲が間接的に区分されてなる「残量区分」を定義する「上限電圧」フィールド
「閾値電圧」フィールドには、対応する「残量区分」におけるバッテリ４９の端子電圧の
最小値が予め格納される。
【００６８】
「標準電荷量」フィールドには、対応する「残量区分」においてバッテリ４９によって供
給されるべき電力量の最小値が予め格納される。
以下、図４、図５および図８を参照して本実施形態の動作を説明する。
まず、初期化処理と、その初期化処理が完了した後に行われる処理の手順については、下
記の点を除いて既述の第一の実施形態と同じであるので、ここでは、その詳細な説明を省
略する。
【００６９】
プロセッサ５２は、上述した初期化処理を完了した後には、所定の頻度でＡ／Ｄ変換器５
１を介してバッテリ４９の端子電圧Ｖを取得する（図５(a))。
さらに、プロセッサ５２は、バッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-1のレコードの内、このよ
うにして取得された端子電圧が「上限電圧」フィールドの値以下であり、かつ「閾値電圧
」フィールドの値以上であるレコード（以下、「カレントレコード」という。）を特定す
る（図５(b))。
【００７０】
また、プロセッサ５２は、バッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-1のレコードの内、この「カ
レントレコード」の「閾値電圧」フィールドの値と「標準電荷量」フィールドの値とをそ
れぞれ既述の下限値ＶＬと値ＰＬとして適用する（図５(c))。
すなわち、バッテリ４９の劣化もしくはその劣化の程度は、このバッテリ４９の残量が減
少する過程で上述した複数の「残量区分」毎に判別され、かつ表示操作部４７を介して操
作者に適宜通知される。
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【００７１】
したがって、バッテリ４９の残量がほとんど空となる時点に先行してそのバッテリ４９が
交換されるべきことが操作者に的確に通知され、かつ新規のバッテリの入手や用意に必要
な時間の確保が可能となる。
以下、本発明の第三の実施形態について説明する。
本実施形態と上述した第二の実施形態との相違点は、図８に破線で示すように、バッテリ
固有値テーブル３１ＢＦ-1に代えてそのバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-1と下記の点で
異なるバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-2が備えられた点と、プロセッサ５２によって行
われる下記の処理の手順とにある。
【００７２】
なお、バッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-2とバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-1との構成
の相違点は、下記の通りである。
・　バッテリ４９に対して行われた充電の回数またはその回数の値を区分した複数（ここ
では、簡単のため、「１０」であると仮定する。）の「充電回数区分」（例えば、１回な
いし５回は「区分１」、６回ないし１０回は「区分２」）に個別に対応し、これらの「充
電回数区分」においてバッテリ４９に生じる劣化の一般的な傾向に基づいて求められた標
準電荷量がそれぞれ予め登録された複数のフィールドとして、「標準電荷量」フィールド
が形成される。
【００７３】
また、以下では、これらの複数の「標準電荷量」フィールドの内、プロセッサ５２によっ
て実際に参照されるべき「標準電荷量」フィールドについては、単に「特定標準電荷量」
フィールドと称することとする。
さらに、以下では、個々の「充電回数区分」は、バッテリ４９に対して実際に行われた充
電回数を所定の定数（例えば、「５０」）で除したときの整数部分の値を識別子として用
いると仮定する。
【００７４】
以下、図４～図６および図８を参照して本実施形態の動作を説明する。
プロセッサ５２は、操作者の操作表示部４７の操作（バッテリ４９の交換時に操作者が行
う入力操作）により、「バッテリ４９が交換された」ことを検出する（図５(A))。
【００７５】
また、プロセッサ５２は、所定の頻度でＡ／Ｄ変換器５１を介して与えられるバッテリ４
９の端子電圧を監視し、その端子電圧が所定の精度で０ボルトに等しいか否かを判別する
（図５(B))。
さらに、プロセッサ５２は、バッテリ４９に対して実際に行われた充電の回数を示す「充
電回数カウンタ」を主記憶３１の特定の記憶領域に有し、バッテリ４９が交換されたこと
を検出した場合または上記の判別の結果が真であるときに、この「充電回数カウンタ」の
値を「０」に初期化する（図５(C))。
【００７６】
なお、バッテリ４９にＩＤを記憶（メモリ等に）させておき、プロセッサ５２がそのＩＤ
の変化を検出することにより、そのバッテリ４９の交換を検出してもよい。
プロセッサ５２は、バッテリ４９に対する充電が完了したと見なし得るそのバッテリ４９
の端子電圧の値が閾値Ｖｃとして予め与えられ、上述したように監視された端子電圧がこ
の閾値Ｖｃ以上の値に増加する度に「充電回数カウンタ」の値をインクリメントする（図
５(D))。また、「充電回数カウンタ」の値は、バッテリ４９の充電が介しされる度にイン
クリメントされてもよい。
【００７７】
ところで、プロセッサ５２は、バッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-2については、既述の第
二の実施形態と同様にして参照すべき「カレントレコード」を特定する。
さらに、プロセッサ５２は、この「カレントレコード」から「標準電荷量」を参照する場
合には、下記の手順に基づく処理を行うことによって、上述した第一ないし第十のフィー
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ルドの内、参照すべき「標準電荷量」が格納された「特定標準電荷量」フィールド（すな
わち、記憶されている充電回数または充電回数区分に対応するフィールド）を特定する。
【００７８】
・　「充電回数カウンタ」の値を「５０」で除することによって得られた値の整数部の値
（ただし、「１０」を越える場合には「９」と見なされる。）を既述の識別子として確定
する。
・　「カレントレコード」の上述した第一ないし第十のフィールドの内、その識別子に対
応する単一のフィールドを「目的標準電荷量」とする。
【００７９】
すなわち、バッテリ４９が劣化したか否かの判定の基準として適用されるべき標準電荷量
は、そのバッテリ４９に充電回数に応じて生じた劣化の程度に柔軟に適応した値として得
られる。
したがって、本実施形態によれば、既述の第一および第二の実施形態に比べて確度高く、
バッテリ４９の劣化が検出される。
【００８０】
また、本発明では、例えば、表示操作部４７や通信ポート等を介して与えられるメッセー
ジに応じて「充電回数カウンタ」の値が適宜インクリメントされてもよい。
以下、本発明の第四の実施形態について説明する。
本実施形態と既述の第一ないし第三の実施形態との相違点は、図８に一点鎖線で示すよう
に、下記の点でバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ、３１ＢＦ-1、３１ＢＦ-2と異なるバッ
テリ固有値テーブル３１ＢＦ、３１ＢＦ-1、３１ＢＦ-2に代えてバッテリ固有値テーブル
３１ＢＦ-3が備えられた点と、プロセッサ５２によって行われる下記の処理の手順とにあ
る。
【００８１】
なお、バッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-3とバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ、３１ＢＦ
-1、３１ＢＦ-2との構成の相違点は、下記の通りである。
・　特性が異なり、かつバッテリ４９として装着され得る個々のバッテリに付与されたユ
ニークなバッテリ識別子に対応する複数の領域により構成される。
・　これらの特性が異なる個々のバッテリについて、予め実測等に基づいて与えられた既
述の「上限電圧」フィールド、「閾値電圧」フィールド、「標準電力量」フィールド（第
一ないし第十のフィールドに区分されてもよい。）の値が予め格納される。
【００８２】
また、以下では、上述した複数の領域の内、プロセッサ５２によって実際に参照されるべ
き領域については、単に「特定領域」と称することとする。
以下、図４を参照して本実施形態の動作を説明する。
プロセッサ５２は、新規に装着されたバッテリ４９を示すバッテリ識別子を操作表示部４
７を介して与えられたメッセージとして、取得し、主記憶３１に配置された所定のレジス
タにそのバッテリ識別子を格納する。
【００８３】
また、プロセッサ５２は、バッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-3を参照する場合には、上述
したレジスタに格納されたバッテリ識別子を取得し、そのバッテリ固有値テーブル３１Ｂ
Ｆ-3が有する複数の領域の内、このバッテリ識別子に対応する領域を既述の「特定領域」
として確定する。
さらに、プロセッサ５２は、既述の第一ないし第三の実施形態と同様にして参照すべき「
カレントレコード」を特定し、その「カレントレコード」を構成する所望のフィールドを
適宜参照する。
【００８４】
なお、プロセッサ５２がこのような「カレントレコード」を参照しつつ行う処理の手順に
ついては、既述の第一ないし第三の実施形態と同じであるので、ここでは、その説明を省
略する。
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すなわち、装着され得るバッテリの特性が多様である場合であっても、実際に装着された
バッテリに適応した値がバッテリ固有値テーブル３１ＢＦ-3の対応する領域に予め格納さ
れる限り、そのバッテリの劣化が確度高く検出される。
【００８５】
なお、バッテリ４９内のメモリにそのバッテリ特有の「上限電圧」フィールド、「閾値電
圧フィールド」、「標準電力量」フィールドを記憶させ、プロセッサ５２がこれらを取得
して用いてもよい。
以下、本発明の第五の実施形態について説明する。
本実施形態と既述の第一ないし第四の実施形態との構成の相違点は、図４に一点鎖線で示
す端末装置に下記の構成要素が付加され、その端末装置に後述する電力実測アダプタ３２
が接続された点にある。
【００８６】
・　共通接点とブレーク接点とがそれぞれ電圧制御回路５０およびＡ／Ｄ変換器５１の入
力と、バッテリ４９の陽極端子とに接続されたスイッチ３３
・　スイッチ３３のメーク接点と、プロセッサ５２の特定の入力ポートとにそれぞれ第一
のピンと第二のピンとが接続された接栓座３４
また、電力実測アダプタ３２は、下記の構成要素から構成される。
【００８７】
・　駆動電力を出力する電源回路３５
・　その電源回路３５に縦続接続され、かつ上述した接栓座３４の第一のピンに接続され
るべきに接栓（図示されない。）の対応するピンに直結された第一の出力を有する電力計
測部３５
・　この電力計測部３５の第二の出力に縦続接続され、かつ上述した接栓座３４の第二の
ピンに接続されるべき接栓（図示されない。）の対応するピンに直結された出力を有する
端末インタフェース部３６
図１０は、本発明の第五の実施形態の動作フローチャートである。
【００８８】
以下、図４～図６および図１０を参照して本実施形態の動作を説明する。
本実施形態の特徴は、プロセッサ５２が行う下記の処理の手順にある。
端末装置には、出荷、修理、回復試験に先行して行われる調整および動作確認に際して、
上述した接栓座３４を介して電力実測アダプタ３２が接続される。
スイッチ３３の共通接点は、このように電力実測アダプタ３２が接続されたモードでは、
その電力実測アダプタ３２の筐体によって物理的に与えられた力に応じてブレーク接点に
代わるメーク接点との間に駆動電力の供給路を形成する。
【００８９】
電力実測アダプタ３２では、電源回路３５は、バッテリ４９に代わって端末装置に供給さ
れるべき駆動電力を出力する。この駆動電力は、電力計測部３５および接栓座３４を介し
て端末装置に供給される。
電力計測部３５はこのようにして端末装置に供給される電力（ここでは、簡単のため、電
流のみの値であると仮定する。）を計測し、端末インタフェース部３６はその計測の結果
をプロセッサ５２に所定の頻度で通知する。
【００９０】
一方、プロセッサ５２は、従来例と同様の手順に基づいて所定の処理を行い、その処理の
過程で識別されたモード毎に、端末インタフェース部３６によって通知された電流の値の
平均値を算出し（図１０(1))、その平均値を電流テーブル３１ＣＴの対応する「電流」フ
ィールドに格納する（図１０(2))。
なお、ここでは、簡単のため、電流テーブル３１ＣＴの記憶領域の内、「電流」フィール
ドの記憶領域については、読み書きが可能な不揮発性の記憶領域として構成されると仮定
する。
【００９１】



(15) JP 4078018 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

すなわち、電流テーブル３１ＣＴには、端末装置が各モードで実際に消費する電力を精度
よく示す消費電流の値がその端末装置のハードウエアの規模が大幅に増加することなく格
納される。
したがって、本実施形態によれば、端末装置の構成要素の特性に大きな偏差が伴う場合で
あっても、プロセッサ５２が既述の処理の手順に基づいて算出する消費電力の積算値の精
度が高く維持され、かつバッテリ４９の劣化の検出の確度も高められる。
【００９２】
なお、本実施形態では、スイッチ３３の接点は、電力実測アダプタ３２の筐体によって物
理的に与えられる力に応じて切り替えられている。
しかし、このようなスイッチ３３の接点については、上述した調整および動作確認を行う
操作者が行う操作に応じて手動で切り替えられてもよい。
以下、図４および図６を参照して本発明の第六の実施形態の動作を説明する。
【００９３】
本実施形態と上述した第五の実施形態との相違点は、プロセッサ５２によって行われる下
記の処理の手順にある。
プロセッサ５２は、既述の調整や動作確認に際して接栓座３４を介して電力実測アダプタ
３２が接続された状態では、主記憶３１に予め格納されたプログラムを実行する。
【００９４】
このようなプログラムを実行する過程では、プロセッサ５２は、正規の演算手順（例えば
、チャネル制御の手順等）とは異なる手順に基づいて、電流テーブル３１ＣＴに「モード
識別子」フィールドの値として格納され得る全ての「モード識別子」に対応するモードと
見なし得る状態に、送受信部４２、ＴＤＭＡ制御部４３その他の稼働状況を順次、かつ速
やかに設定する。
【００９５】
さらに、プロセッサ５２は、これらの個々のモードでは、既述の第五の実施形態と同様に
、端末インタフェース部３６によって通知された電流の値の平均値を算出しつつ、その平
均値を電流テーブル３１ＣＴの対応する「電流」フィールドに格納する。
すなわち、電流テーブル３１ＣＴのレコードの内、有効な全てレコードの「電流」フィー
ルドには、上述した第五の実施形態に比べて速やかに所望の精度の値が格納される。
【００９６】
したがって、本実施形態によれば、出荷、修理、回復試験に先行して行われるべき調整お
よび動作確認の効率が大幅に高められる。
なお、本実施形態では、プロセッサ５２が図５および図１０に示す処理（以下、「非通常
処理」という。）を開始すべき時点を与える事象が何ら開示されていない。
【００９７】
しかし、このような非通常処理が開始されるべき時点は、例えば、下記の何れの構成の下
で与えられてよい。
・　非通常処理が開始されるべき時点が表示操作部４７を介して操作者が与えるメッセー
ジとしてプロセッサ５２に与えられる構成
・　主記憶３１の記憶領域の内、始動時に行われるべき初期化処理の手順を与えるＲＯＭ
の記憶領域に、その初期化処理に後続して行われる処理として非通常処理の手順を与える
プログラムが格納される構成
また、上述した各実施形態では、バッテリ４９の残量が所定の閾値を下回った時点がその
バッテリ４９の端子電圧に基づいて検出されている。
【００９８】
しかし、本発明は、このような構成に限定されず、上述した時点が所望の確度で検出され
るならば、そのために行われる処理（バッテリ４９の残量を検出する処理を含む。）は如
何なるハードウエアと連係して行われ、あるいは如何なる手順に基づいて行われてもよい
。
さらに、上述した各実施形態では、バッテリ４９の端子電圧が所定の値に低下した時点で
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、そのバッテリ４９の劣化が判別されている。
【００９９】
しかし、本発明はこのような構成に限定されず、このような判定が行われるべき時点は、
例えば、バッテリ４９によって先行して供給された電力の電力量が所定の値に達した時点
であってもよい。
また、上述した各実施形態では、バッテリ４９の放電に応じて生じるそのバッテリ４９の
端子電圧の低下が無視され、このバッテリ４９によって出力された電流の積算値として、
電力量の積算や残量の予測が近似的に行われている。
【０１００】
しかし、本発明はこのような構成に限定されず、これらの電力量の積算や残量の予測は、
バッテリ４９の端子電圧の低下が勘案されてなる実体的な放電特性に基づいて行われても
よい。
さらに、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲において
、多様な形態による実施形態が可能であり、かつ構成装置の一部もしくは全てに如何なる
改良が施されてもよい。
【０１０１】
以下、上述した各実施形態に開示された発明の構成を階層的・多面的に整理し、かつ付記
項として順次列記する。
（付記１）　単一または複数のデバイス１０-1～１０-Nと、
前記単一または複数のデバイス１０-1～１０-Nの動作を統括し、これらのデバイス１０-1
～１０-Nの稼働状況の組み合わせとして状態を識別する制御手段１１と、
前記制御手段１１によって識別され得る全ての状態について、個々の状態でバッテリ１２
によって供給されるべき電力の値が格納された電力記憶手段１３と、
前記バッテリ１２の端子電圧を監視する監視手段１４と、
前記制御手段１１によって識別された状態について前記電力記憶手段１３に格納された電
力の値を時系列の順に積算し、電力量を求める電力積算手段１５と、
前記バッテリ１２によって供給され、そのバッテリ１２の充電および再利用が許容される
べき最小の電力量が予め与えられ、かつ前記監視手段１４によって監視された端子電圧が
所定の下限値を下回ったときに、前記電力積算手段１５によって求められた電力量とこの
最小の電力量との差または比としてこのバッテリ１２の劣化の程度を識別する劣化識別手
段１６と
を備えたことを特徴とする電子装置。
【０１０２】
（付記２）　付記１に記載の電子装置において、
バッテリ１２の端子電圧がとり得る範囲が区分されてなる複数の残量区分毎に、そのバッ
テリ１２の端子電圧の最小値が予め登録された閾値記憶手段１７を備え、
電力積算手段１５は、
前記複数の残量区分の内、監視手段１４によって監視された端子電圧が属するカレント残
量区分毎に電力量を求め、
劣化識別手段１６は、
前記カレント残量区分に対応して前記閾値記憶手段１７に登録された最小の端子電圧を所
定の下限値として適用する
ことを特徴とする電子装置。
【０１０３】
（付記３）　付記１に記載の電子装置において、
バッテリ１２に対して行われ得る充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与え
られる整数に対して変化し、かつ標準的な値として設定されたそのバッテリ１２の端子電
圧の最小値が予め登録された閾値記憶手段１７Ａと、
前記バッテリ１２の充放電サイクルの回数を計数する計数手段１８とを備え、
電力積算手段１５は、
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前記複数の残量区分の内、監視手段１４によって監視された端子電圧が属するカレント残
量区分毎に電力量を求め、
劣化識別手段１６は、
前記カレント残量区分と、前記計数手段１８によって計数された回数または前記整数との
双方に対して前記閾値記憶手段１７Ａに登録された最小値を所定の下限値として適用する
ことを特徴とする電子装置。
【０１０４】
（付記４）　付記２に記載の電子装置において、
前記バッテリ１２の充放電サイクルの回数を計数する計数手段１８を備え、
閾値記憶手段１７には、
バッテリ１２に対して行われ得る充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与え
られる整数に対して変化し、かつ標準的な値として設定されたそのバッテリ１２の端子電
圧の最小値が残量区分毎に予め登録され、
電力積算手段１５は、
前記複数の残量区分の内、監視手段１４によって監視された端子電圧が属するカレント残
量区分毎に電力量を求め、
劣化識別手段１６は、
前記カレント残量区分と、前記計数手段１８によって計数された回数または前記整数との
双方に対して前記閾値記憶手段１７に登録された最小値を所定の下限値として適用する
ことを特徴とする電子装置。
【０１０５】
（付記５）　付記２ないし付記４の何れか１項に記載の電子装置において、
バッテリ１２の特性を識別し、その特性を示す識別子を与えるバッテリ識別手段１９を備
え、
閾値記憶手段１７、１７Ａには、
前記特性が異なり、かつ前記バッテリ１２として適用され得る個々のバッテリについて、
識別子と、この識別子に対応したバッテリの端子電圧の最小値が登録され、
劣化識別手段１６は、
前記閾値記憶手段１７、１７Ａに登録された最小値の内、前記バッテリ識別手段１９によ
って与えられた識別子に対応する最小値に限って所定の下限値として適用する
ことを特徴とする電子装置。
【０１０６】
（付記６）　単一または複数のデバイス１０-1～１０-Nと、
前記単一または複数のデバイス１０-1～１０-Nの動作を統括し、これらのデバイス１０-1
～１０-Nの稼働状況の組み合わせとして状態を識別する制御手段１１と、
前記制御手段１１によって識別され得る全ての状態について、個々の状態でバッテリ１２
によって供給されるべき電力の値が格納された電力記憶手段１３と、
前記バッテリ１２によって供給された電力の電力量を監視する監視手段１４Ｐと、
前記制御手段１１によって識別された状態について前記電力記憶手段１３に格納された電
力の値を時系列の順に積算し、電力量を求める電力積算手段１５と、
前記バッテリ１２によって供給され、そのバッテリ１２の充電および再利用が許容される
べき最小の電力量が予め与えられ、かつ前記監視手段１４Ｐによって監視された電力量が
所定の上限値を上回ったときに、前記電力積算手段１５によって求められた電力量とこの
最小の電力量との差または比としてこのバッテリ１２の劣化の程度を識別する劣化識別手
段１６Ｐと
を備えたことを特徴とする電子装置。
【０１０７】
（付記７）　付記６に記載の電子装置において、
バッテリ１２によって供給され得る電力の電力量の範囲が区分されてなる複数の残量区分
毎に、そのバッテリ１２によって供給されるべき電力の電力量の最大値が所定の上限値と
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して予め登録された閾値記憶手段１７Ｐを備え、
電力積算手段１５は、
前記複数の残量区分の内、監視手段１４Ｐによって監視された電力量が属するカレント残
量区分毎に電力量を求め、
劣化識別手段１６Ｐは、
前記カレント残量区分に対応して前記閾値記憶手段１７Ａに登録された最大値を所定の上
限値として適用する
ことを特徴とする電子装置。
【０１０８】
（付記８）　付記６に記載の電子装置において、
バッテリ１２に対して行われ得る充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与え
られる整数に対して変化し、かつ標準的な値として設定されたそのバッテリ１２によって
供給されるべき電力の電力量の最大値が予め登録された閾値記憶手段１７ＰＡと、
前記バッテリ１２の充放電サイクルの回数を計数する計数手段１８とを備え、
電力積算手段１５は、
前記複数の残量区分の内、監視手段１４Ｐによって監視された電力量が属するカレント残
量区分毎に電力量を求め、
劣化識別手段１６Ｐは、
前記カレント残量区分と、前記計数手段１８によって計数された回数または前記整数との
双方に対して前記閾値記憶手段１７ＰＡに登録された最大値を所定の上限値として適用す
る
ことを特徴とする電子装置。
【０１０９】
（付記９）　付記７に記載の電子装置において、
前記バッテリ１２の充放電サイクルの回数を計数する計数手段１８を備え、
閾値記憶手段１７ＰＡには、
バッテリ１２に対して行われ得る充電の回数またはその回数の単調非減少関数として与え
られる整数に対して変化し、かつ標準的な値として設定されたそのバッテリ１２によって
供給されるべき電力の電力量の最大値が残量区分毎に予め登録され、
電力積算手段１５は、
前記複数の残量区分の内、監視手段１４Ｐによって監視された電力量が属するカレント残
量区分毎に電力量を求め、
劣化識別手段１６Ｐは、
前記カレント残量区分と、前記計数手段１８によって計数された回数または前記整数との
双方に対して前記閾値記憶手段１７ＰＡに登録された最大値を所定の上限値として適用す
る
ことを特徴とする電子装置。
【０１１０】
（付記１０）　付記７ないし付記９の何れか１項に記載の電子装置において、
バッテリ１２の特性を識別し、その特性を示す識別子を与えるバッテリ識別手段１９を備
え、
閾値記憶手段１７１７ＰＡには、
前記特性が異なり、かつ前記バッテリ１２として適用され得る個々のバッテリについて、
識別子と、この識別子に対応したバッテリによって供給されるべき電力の電力量の最大値
が登録され、
劣化識別手段１６Ｐは、
前記閾値記憶手段１７Ｐ、１７ＰＡに登録された最大値の内、前記バッテリ識別手段１９
によって与えられた識別子に対応する最大値に限って所定の上限値として適用する
ことを特徴とする電子装置。
【０１１１】
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（付記１１）　付記１ないし付記１０の何れか１項に記載の電子装置において、
外部で計測され、かつバッテリ１２あるいはそのバッテリ１２に代わる電源によって供給
された電力の値を取り込み、その電力の値をこの電力が計測された期間に制御手段１１に
よって識別された状態に対応付けて電力記憶手段１３に格納する実測電力反映手段２０を
備えた
ことを特徴とする電子装置。
【０１１２】
（付記１２）　付記１１に記載の電子装置において、
制御手段１１は、
識別され得る全ての状態を個別に模擬し、あるいはこれらの状態に等価な稼働状況に単一
または複数のデバイス１０-1～１０-Nの稼働状況を順次設定し、
実測電力反映手段２０は、
前記制御手段１１によって順次設定された前記単一または複数のデバイス１０-1～１０-N
の稼働状況に同期する
ことを特徴とする電子装置。
【０１１３】
（付記１３）　駆動電力の全てまたは一部がバッテリ２１によって供給され、かつ個々の
構成要素の稼働状況の組み合わせとして状態を識別しつつ作動する電子装置２２に、その
バッテリ２１またはこのバッテリ２１に代わる電源によって供給された電力を計測する電
力計測手段２３と、
前記電力計測手段２３によって計測された電力の値を前記電子装置２２に通知する電力通
知手段２４と
を備えたことを特徴とする消費電力実測支援装置。
【０１１４】
（付記１４）　複数のデバイス２４-1～２４-Nを備えると共に、これらの複数のデバイス
２４-1～２４-Nのそれぞれに電流を与えるためのバッテリ２５が着脱可能な電子装置にお
いて、
各モード毎に、前記バッテリ２５から流れ出す電流値を記憶する記憶手段２６と、
各モードに応じて、前記バッテリ２５から前記複数のデバイス２４-1～２４-Nそれぞれに
与える電流の制御を行う制御手段２７と、
前記バッテリ２５の電圧が第一の電圧から第二の電圧に減少するまでにおいて、各モード
の継続時間を計時する計時手段２８と、
前記計時手段２８において計時した各モードの継続時間と前記記憶手段２６に記憶した各
モード毎の電流値との積の和と所定値との比較により、前記バッテリ２５の劣化を検出す
る劣化検出手段２９と
を備えたことを特徴とする電子装置。
【０１１５】
【発明の効果】
上述したように、本発明では、ハードウエアの規模が大幅に増加することなく、バッテリ
によって実際に供給された電力の電力量が積算され、このバッテリの劣化がその電力量の
減少の程度として確度高く識別される。
また、請求項４に記載の発明では、各状態で消費されるべき電力の値が構成要素の特性の
偏差に応じて大幅に異なる場合であっても、これらの状態でバッテリによって供給される
べき電力の値が設計値や理論値として与えられる場合に比べて、このバッテリの劣化が確
度高く識別される。
【０１１６】
　また、請求項１、２に記載の発明の第一の下位概念の発明では、バッテリの劣化はその
バッテリによって所望の駆動電力が供給される状態において的確に識別され、このバッテ
リの代替のバッテリの確保に要する時間が余裕をもって確保される。
【０１１７】
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さらに、請求項１、２に記載の発明の第二の下位概念の発明と請求項１、２に記載の発明
に関連した第一の発明とでは、代替のバッテリは、時間的な余裕度が確保される。
また、請求項１、２に記載の発明に関連した第一および第二の発明では、適用可能なバッ
テリの選定にかかわる制約が緩和され、かつ駆動電力の安定な供給が可能となる。
【０１１８】
さらに、請求項４に記載の発明の下位概念の発明では、始動の効率的な完了に併せて、修
理や調整に起因して消費される電力の値が変化した場合であっても、バッテリの劣化が確
度高く識別される。
したがって、これらの発明が適用された装置やシステムでは、コストの増加が小さく抑え
られつつ性能および信頼性が総合的に高められる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかわる電子装置の第一の原理ブロック図である。
【図２】本発明にかかわる電子装置の第二の原理ブロック図である。
【図３】本発明にかかわる消費電力実測装置の原理ブロック図である。
【図４】本発明の第一ないし第六の実施形態を示す図である。
【図５】本発明の第一ないし第三の実施形態の動作フローチャートである。
【図６】電流テーブルの構成を示す図である。
【図７】バッテリの放電特性を示す図である。
【図８】バッテリ固有値テーブルの構成を示す図である。
【図９】消費電力積算レジスタの構成を示す図である。
【図１０】本発明の第五の実施形態の動作フローチャートである。
【図１１】バッテリによって駆動電力が供給される端末装置の構成例を示す図である。
【符号の説明】
１０，２４　デバイス
１１　制御手段
１２，２１，２５，４９　バッテリ
１３　電力記憶手段
１４，１４Ｐ　監視手段
１５　電力積算手段
１６，１６Ｐ　劣化識別手段
１７，１７Ａ，１７Ｐ，１７ＰＡ　閾値記憶手段
１８　計数手段
１９　バッテリ識別手段
２０　実測電力反映手段
２２　電子装置
２３　電力計測手段
２４　電力通知手段
２６　記憶手段
２７　計時手段
２８　劣化検出手段
３０，４６　制御部
３１，５３　主記憶
３１Ａ　消費電力積算レジスタ
３１ＢＦ　バッテリ固有値テーブル
３１ＣＴ　電流テーブル
３２　電力実測アダプタ
３３　スイッチ
３４　接栓座
３５　電源回路
３６　電力計測部
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３７　端末インタフェース部
４１　アンテナ
４２　送受信部
４３　ＴＤＭＡ制御部
４４　マイク
４５　スピーカ
４７　表示操作部
４８　バス
５０　電圧制御部
５１　Ａ／Ｄ変換器
５２　プロセッサ
５４　計時部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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